
別
府
の
町
や
村
の
こ
と

　
　
　
　
　
ー
明
治
前
期
－

一
　
明
治
維
新
前
夜

　
王
政
復
古
で
新
し
い
時
代
を
迎
え
た
明
治
の
前
期
、
別
府
の
町

や
村
々
は
、
ど
の
よ
う
な
社
会
情
勢
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
幕

末
期
の
別
府
は
、
横
灘
十
一
ケ
村
で
北
組
と
呼
ば
れ
て
い
た
小
浦
・

小
坂
・
古
市
・
亀
川
・
内
竃
門
・
野
田
・
北
鉄
輪
・
南
鉄
輪
・
平

田
・
北
石
垣
・
中
石
垣
の
諸
村
と
、
南
組
と
呼
ば
れ
て
い
た
南
石

垣
・
別
府
・
浜
脇
・
田
野
口
・
朝
見
・
立
石
の
六
ケ
村
、
合
わ
せ

て
十
七
ケ
村
か
ら
な
っ
て
い
た
。

　
こ
の
こ
ろ
は
、
幕
政
か
ら
維
新
政
府
の
支
配
と
い
う
急
激
な
転

換
を
遂
げ
た
過
渡
期
で
あ
っ
た
た
め
、
社
会
の
動
揺
は
ひ
ど
く
、

庶
民
の
生
活
も
ま
た
窮
迫
し
て
い
た
。
救
済
と
開
放
を
求
め
る
世

直
し
一
揆
や
、
物
価
の
高
騰
と
税
徴
収
に
抵
抗
す
る
農
民
一
揆
が

多
発
し
、
世
情
は
騒
然
と
し
て
い
た
。

　
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
十
月
、
廃
藩
置
県
で
発
足
し
た
ば
か

大
　
野
　
保
　
治

り
の
各
府
県
に
対
し
て
、
維
新
政
府
は
、
治
安
維
持
と
騒
乱
取
締

を
督
励
す
る
布
告
を
発
し
た
。
こ
れ
を
う
け
て
、
新
生
の
豊
後
・

大
分
県
で
も
、
着
任
早
々
の
森
下
景
端
県
令
が
き
び
し
い
県
達
を

発
し
て
い
る
。
そ
の
要
旨
は
「
先
の
御
一
新
で
諸
制
度
を
改
め
た

機
に
乗
じ
て
、
心
得
違
い
の
者
が
偽
書
や
遺
言
を
し
て
庶
民
を
惑

乱
し
、
加
え
て
徒
党
強
訴
の
悪
弊
も
少
な
く
な
い
。
庶
民
た
る
者

自
己
の
身
上
を
誤
っ
て
罪
科
に
お
ち
入
る
事
の
な
い
よ
う
に
自
戒

せ
よ
」
で
あ
っ
た
。

　
別
府
の
村
々
は
肥
後
藩
預
け
地
に

　
こ
れ
よ
り
前
、
維
新
直
前
の
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
、
第
二

次
長
州
戦
争
で
小
倉
（
小
笠
原
藩
）
城
が
長
州
軍
に
落
と
さ
れ
る

と
、
日
甲
氷
山
布
政
所
（
日
田
郡
代
役
所
）
で
十
六
万
石
の
幕
府

領
を
支
配
し
て
い
た
西
国
郡
代
の
窪
田
治
郎
右
衛
門
は
、
警
備
の
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手
薄
に
不
安
を
感
じ
、
支
配
地
を
一
層
協
力
な
大
名
に
守
ら
せ
よ

る
よ
う
幕
府
に
上
申
し
た
。

　
こ
う
し
て
速
見
・
大
分
（
こ
れ
ま
で
は
島
原
藩
預
け
）
と
国
東
・

直
入
（
日
田
県
直
轄
地
）
の
二
郡
は
、
鶴
崎
（
大
分
市
）
に
領
地

を
構
え
る
有
力
な
肥
後
藩
・
細
川
越
中
守
の
預
所
替
え
に
な
っ
た

の
で
あ
る
（
慶
応
三
年
二
月
）
。

　
慶
応
三
年
十
月
十
五
日
、
大
政
奉
還
が
実
施
さ
れ
、
同
年
十
二

月
九
日
「
王
政
復
古
の
大
号
令
」
が
発
せ
ら
れ
た
。
翌
四
年
（
戊

辰
の
年
）
正
月
、
京
都
で
戊
辰
戦
争
が
起
き
、
旧
支
配
層
の
幕
政

維
持
派
（
幕
府
方
）
と
近
代
国
家
建
設
を
目
ざ
す
革
新
派
（
政
府

方
）
と
の
間
で
激
し
く
戦
わ
れ
た
。

　
御
許
山
騒
動
と
別
府

　
こ
ん
な
情
勢
の
な
か
で
起
き
た
の
が
、
豊
前
の
国
で
の
御
許
山

騒
動
で
あ
る
。
こ
れ
は
鳥
羽
伏
見
の
戦
の
直
後
、
慶
応
四
年
四
月

十
四
日
か
ら
二
十
三
日
に
か
け
て
、
長
州
藩
浪
士
約
六
十
名
が
豊

前
四
日
市
（
宇
佐
市
）
陣
屋
を
襲
い
、
宇
佐
御
許
山
に
立
て
こ
も
っ

た
と
い
う
騒
動
で
あ
る
。

　
宇
佐
八
幡
発
祥
の
聖
地
・
御
許
山
に
錦
の
御
旗
を
掲
げ
て
花
山

院
隊
を
名
乗
り
、
勤
王
挙
兵
へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
た
。
し
か
し
、

こ
の
挙
兵
が
勅
許
を
得
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
長
州
藩
の
名
を
勝

手
に
使
用
し
乱
暴
狼
籍
を
働
い
た
か
ど
で
、
直
ち
に
鎮
圧
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
一
部
の
敗
残
兵
が
別
府
の
町
や
村
に
逃
げ
て
く
る
と
い

う
噂
が
流
れ
、
村
人
た
ち
は
騒
然
と
し
た
空
気
に
包
ま
れ
た
の
で

あ
っ
た
。

　
こ
の
騒
動
に
参
加
し
た
の
が
、
石
垣
村
出
身
の
矢
田
宏
と
別
府

村
の
荒
金
周
平
で
あ
る
。
矢
田
宏
は
叔
父
・
矢
田
希
一
　
（
蘭
方
医
・

矢
田
逮
の
三
男
）
の
経
営
す
る
梅
洞
塾
に
学
び
、
十
七
歳
で
日
田

咸
宜
園
に
入
門
し
た
俊
秀
で
、
勤
王
の
志
が
篤
か
っ
た
。
こ
の
騒

動
で
は
、
京
都
の
公
卿
・
花
山
院
を
迎
え
に
山
口
ま
で
来
た
と
こ

ろ
で
逮
捕
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
明
治
十
年
の
西
南
戦
争
で
は
、
増

田
宗
太
郎
率
い
る
中
津
隊
に
加
わ
っ
た
が
捕
ら
え
ら
れ
、
国
事
犯

に
問
わ
れ
東
京
で
服
役
し
た
。
釈
放
後
も
東
京
で
生
活
し
、
大
正

二
年
没
し
た
。
一
方
、
荒
金
周
平
は
、
御
許
山
で
長
州
軍
に
逮
捕

さ
れ
る
前
に
切
腹
し
て
果
て
た
、
と
伝
え
ら
れ
る
。

日
田
県
の
誕
生
と
松
方
県
令

政
体
書
を
公
布
し
た
維
新
政
府
は
、
全
国
を
こ
れ
ま
で
の
「
藩
」
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と
新
た
に
「
府
」
「
県
」
と
に
三
分
し
、
う
ち
府
県
を
政
府
の
直

轄
地
と
し
、
’
府
県
知
事
を
置
く
こ
と
に
し
た
（
三
治
の
政
）
。

こ
れ
に
よ
り
、
日
田
天
領
の
支
配
地
は
〈
日
田
県
〉
に
新
た
に
組

み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
慶
応
四
年
間
四
月
二
十
五
日
）
。

日
田
県
は
以
後
、
廃
藩
置
県
ま
で
約
三
年
間
存
続
す
る
。

　
初
代
日
田
県
知
事
に
は
、
旧
薩
摩
藩
士
で
長
崎
裁
判
所
（
当
時
、

裁
判
所
は
行
政
府
で
あ
っ
た
）
参
謀
を
つ
と
め
る
松
方
助
左
衛
門

（
正
義
）
が
任
命
さ
れ
た
。
松
方
知
事
は
、
日
田
金
十
万
両
を
集

め
て
新
政
府
に
献
納
し
た
り
、
全
国
で
初
の
社
会
福
祉
施
設
「
養

成
館
」
の
建
設
を
は
じ
め
、
広
瀬
川
井
路
（
宇
佐
郡
）
や
呉
崎
新

田
（
国
東
郡
）
の
開
発
、
ま
た
別
府
で
は
「
別
府
生
産
会
所
」
を

つ
く
り
「
別
府
築
港
」
を
完
成
さ
せ
る
な
ど
、
そ
の
業
績
に
は
顕

著
な
も
の
が
あ
っ
た
。

　
こ
の
松
方
正
義
は
、
任
期
途
中
の
同
三
年
間
十
月
、
民
部
大
丞

に
抜
擢
さ
れ
、
中
央
政
府
で
も
大
蔵
・
内
務
畑
で
手
腕
を
発
揮
し
、

最
後
に
は
総
理
大
臣
も
つ
と
め
た
。
後
、
枢
密
顧
問
官
・
内
大
臣
・

元
老
か
ら
公
爵
に
な
り
、
位
人
臣
を
極
め
た
。
松
方
県
令
の
功
績

を
称
え
た
記
念
碑
（
大
正
十
三
年
建
立
）
が
い
ま
、
日
田
市
の
大

原
神
社
境
内
に
あ
る
。
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
生
ま
れ
、
大
正

十
三
年
（
一
九
二
四
）
没
。

　
郷
兵
と
別
府
正
義
隊

　
明
治
二
年
、
明
治
新
政
府
は
文
明
開
化
の
旗
印
の
も
と
、
次
々

に
改
革
を
進
め
て
い
っ
た
。

　
旧
庄
屋
・
村
役
人
の
里
正
へ
の
改
称
、
諸
藩
の
関
所
の
廃
止
、

蝦
夷
地
の
名
称
を
北
海
道
に
、
公
卿
諸
侯
は
華
族
に
、
い
わ
ゆ
る

賎
称
語
の
廃
止
、
京
浜
間
の
電
信
開
設
な
ど
な
ど
。

　
こ
の
年
の
四
月
、
維
新
政
府
は
、
府
県
で
の
兵
編
成
を
禁
止
し

た
。
し
か
し
、
弱
体
の
日
田
県
で
は
、
騒
乱
に
備
え
て
郷
兵
制
を

強
め
た
。
二
年
正
月
、
大
分
郡
光
吉
村
（
大
分
市
光
吉
）
の
里
正

（
首
藤
周
三
）
を
徴
兵
取
立
方
に
任
命
し
、
隊
員
の
徴
集
を
命
じ

た
。
別
府
の
村
々
で
も
重
立
ち
衆
が
集
め
ら
れ
、
村
内
の
壮
年
者

を
「
郷
兵
」
に
出
す
よ
う
督
励
さ
れ
た
。

　
こ
れ
を
う
け
て
南
石
垣
村
の
屋
田
欣
之
丞
ら
数
名
が
、
調
練
の

た
め
日
田
に
向
か
い
、
帰
郷
し
て
三
月
、
松
方
県
令
の
名
を
と
っ

た
「
別
府
正
義
隊
」
を
発
足
さ
せ
た
。
隊
員
は
約
五
十
名
、
隊
長

は
前
掲
の
首
藤
周
三
。
幹
部
に
は
亀
川
の
里
正
・
高
橋
萬
之
進

（
の
ち
敬
一
）
、
別
府
で
は
高
倉
定
三
、
由
布
院
で
は
溝
口
白
水
ら
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が
名
を
つ
ら
ね
た
。

　
本
営
が
置
か
れ
た
の
は
、
別
府
村
の
中
心
街
の
西
法
寺
境
内
。

調
練
は
境
内
が
狭
い
こ
と
か
ら
、
主
に
北
浜
海
岸
の
砂
場
（
旧
北

小
学
校
所
在
地
）
が
使
わ
れ
た
。
隊
員
に
支
給
さ
れ
た
物
と
い
え

ば
、
ラ
イ
フ
ル
銃
に
弾
袋
（
弾
入
れ
）
や
革
帯
な
ど
。
調
練
は
長

州
藩
の
奇
兵
隊
を
モ
デ
ル
に
、
フ
ラ
ン
ス
陸
軍
の
洋
式
が
採
ら
れ

た
。
当
時
、
珍
し
い
訓
練
ぶ
り
に
見
物
入
が
大
勢
押
し
か
け
た
と

い
う
。

　
　
「
別
府
市
誌
」
（
昭
和
八
年
版
）
に
よ
れ
ば
、
服
装
は
上
衣
が
　
ｆ

マ
ン
ト
ル
（
マ
ン
ト
）
か
陣
羽
織
、
下
衣
は
洋
式
ズ
ボ
ン
か
旧
来

の
袴
、
履
物
は
靴
の
者
も
い
た
が
多
く
は
草
履
で
、
そ
の
姿
た
る

や
「
一
種
の
奇
観
を
呈
し
た
」
。
人
気
を
呼
ん
だ
の
が
鼓
笛
隊
で
、

ラ
ッ
パ
も
吹
い
て
い
た
ら
し
い
。

　
十
目
稽
古
の
調
練
は
／
笛
太
鼓
に
ラ
ッ
パ
に
弾
袋
／
草
履
も
あ

　
れ
ば
靴
も
あ
る
／
一
小
隊
だ
け
進
め
跳
べ
／
草
臥
れ
て
夕
方
は

　
／
鉄
砲
か
た
げ
て
千
鳥
足

当
時
の
村
人
た
ち
は
流
行
歌
－
漁
民
の
歌
う
十
日
戎
の
替
歌
－
と

し
て
こ
の
歌
を
唄
っ
て
い
た
、
と
書
き
残
し
て
い
る
。

　
別
府
生
産
会
所

　
新
政
府
が
直
轄
す
る
日
田
県
に
は
、
松
方
県
令
赴
任
後
の
明
治

元
年
十
一
月
、
早
く
も
日
田
隈
町
に
「
日
田
生
産
会
所
」
が
設
け

ら
れ
た
。
つ
づ
い
て
翌
年
二
年
一
月
に
は
、
支
配
下
の
別
府
と
四

日
市
に
も
生
産
会
所
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

　
維
新
政
府
は
慶
応
四
年
間
四
月
、
太
政
官
札
の
発
行
を
決
定
し

た
。
別
名
「
金
札
」
と
も
呼
ば
れ
、
通
用
期
限
が
十
三
年
の
不
換

紙
幣
で
、
藩
や
民
間
の
業
者
（
団
体
）
に
貸
付
け
「
富
国
の
基
礎
」

を
つ
く
る
資
金
づ
く
り
が
目
的
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
運
営
に
当
た
る
の
が
「
生
産
会
所
（
ま
た
は
生
産
所
）
」

で
、
日
田
の
そ
れ
は
、
大
阪
と
並
ん
で
全
国
で
も
早
期
に
つ
く
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
こ
の
金
融
機
関
は
、
貨
幣
を
つ
く
る
現
在
の
「
造
幣
局
」

の
よ
う
な
仕
事
も
し
て
い
た
。
太
政
官
札
が
発
行
さ
れ
た
も
の
の
、

流
通
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
発
行
す
る

紙
幣
が
十
両
・
五
画
工
両
と
比
較
的
に
高
額
の
紙
幣
中
心
で
あ
っ

た
こ
と
、
ま
た
庶
民
の
間
に
信
用
が
薄
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。

　
そ
の
た
め
、
別
府
生
産
会
所
で
は
、
別
府
両
替
所
の
名
の
も
と

-
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に
明
治
二
年
五
月
か
ら
十
匁
・
五
匁
・
二
匁
・
一
匁
・
五
分
の
五

種
類
の
紙
幣
（
預
り
手
形
）
の
発
行
を
始
め
た
。
こ
の
た
め
、
事

業
者
へ
の
融
資
も
す
す
み
、
政
府
へ
の
償
還
も
順
調
に
進
ん
だ
。

政
府
で
は
同
三
年
七
月
、
太
政
官
札
に
代
わ
っ
て
従
来
の
「
両
」

を
改
め
て
「
円
」
と
「
銭
」
を
貨
幣
単
位
と
し
た
。
別
府
生
産
会

所
の
貢
献
で
、
別
府
築
港
（
旧
別
府
港
）
が
進
ん
だ
こ
と
も
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
別
府
築
港
に
つ
い
て
は
多
く
の
資
料
が
あ
る
の
で
、
本

稿
で
は
重
ね
て
取
り
上
げ
な
い
こ
と
と
す
る
。

二
　
文
明
開
化

　
明
治
と
い
う
新
し
い
御
代
を
迎
え
て
「
文
明
開
化
」
の
新
語
は
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
民
主
主
義
と
同
じ
く
、
新
鮮
な
響
き
を
も

っ
ぶ
・
Ｉ
ワ
ー
ド
〃
と
し
て
人
々
の
心
を
捉
え
た
。
そ
れ
は
一
般

に
西
洋
化
と
し
て
理
解
さ
れ
、
ま
た
近
代
化
（
封
建
制
か
ら
の
脱

却
）
を
意
味
し
た
。

　
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
の
断
髪
令
と
廃
刀
令
と
に
始
ま
り
、

次
々
に
欧
米
の
近
代
的
技
術
、
風
俗
習
慣
な
ど
が
輸
入
さ
れ
、
個

人
の
衣
食
住
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
近
代
的
工
場
の
出
現
、
鉄

道
の
開
通
、
蒸
気
船
の
運
航
、
電
信
電
話
の
開
始
、
ガ
ス
燈
、
洋

館
（
洋
式
建
築
）
、
洋
食
、
洋
服
な
ど
な
ど
。
ま
た
暦
も
太
陰
暦

か
ら
太
陽
暦
へ
。
民
間
に
永
ら
く
親
し
ま
れ
て
き
た
端
午
や
七
夕

な
ど
の
節
句
は
廃
止
さ
れ
、
天
長
節
（
後
の
明
治
節
）
や
紀
元
節

な
ど
の
国
家
的
な
祝
祭
日
が
と
っ
て
替
わ
っ
た
。

　
別
府
と
文
明
開
化

　
豊
後
の
国
・
大
分
県
（
豊
前
の
国
の
下
毛
・
宇
佐
二
郡
は
明
治

九
年
九
月
福
岡
県
よ
り
編
入
さ
れ
た
）
で
も
、
明
治
五
年
一
月
十

八
日
府
内
（
大
分
）
に
着
任
し
た
ば
か
り
の
初
代
県
知
事
・
森
下

景
端
（
小
参
事
格
、
元
岡
山
藩
士
）
は
、
こ
う
し
た
国
策
に
沿
っ

て
、
次
々
に
県
達
を
発
し
て
い
る
。

　
そ
の
幾
つ
か
を
例
示
し
て
み
よ
う
。
―
昔
か
ら
の
盆
踊
り
や
村

祭
り
で
、
い
た
ず
ら
に
数
日
間
遊
び
暮
す
の
は
「
不
開
化
の
階
習

（
悪
習
）
」
で
あ
る
か
ら
、
即
時
廃
止
す
る
か
自
粛
せ
よ
と
い
う
の

で
あ
る
。
当
時
、
庶
民
の
娯
楽
と
い
え
ば
、
に
わ
か
（
仁
輪
加
）
・

相
撲
・
芝
居
・
浄
瑠
璃
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
廃
止
す
る
か

自
粛
せ
よ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
庶
民
が
陰
に
陽
に
抵
抗
し
た
の
も

無
理
は
な
い
。
加
え
て
「
年
貢
は
半
分
に
す
る
」
と
の
ス
ロ
ー
ガ
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ン
も
新
政
府
に
反
古
に
さ
れ
、
そ
の
上
、
徴
兵
制
で
兵
役
に
服
せ

よ
と
な
れ
ば
、
県
内
（
全
国
）
で
一
揆
や
騒
乱
が
起
き
た
の
も
不

思
議
で
は
な
い
。

　
国
や
県
の
達
し
で
、
次
第
に
社
会
生
活
も
変
っ
て
い
っ
た
。
別

府
の
町
で
は
、
入
浴
施
設
（
共
浴
場
）
は
男
女
別
々
に
す
る
こ
と
、

通
路
で
小
便
を
し
て
は
な
ら
な
い
、
男
が
裸
体
で
客
に
接
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
み
だ
ら
に
街
中
に
牛
馬
を
牽
い
て
通
行
を

妨
害
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
は
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
当
然
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
何
百
年
と
続
い
て
き
た
生
活
習
慣
が
一
片
の
通

達
ご
と
き
で
変
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
第
二
次
世
界

大
戦
後
の
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
納
得
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、
開
国

し
た
ば
か
り
の
日
本
が
「
国
際
的
な
対
面
」
を
重
ん
じ
た
形
式
だ

け
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
芸
娼
妓
解
放
令
と
女
紅
場

　
明
治
五
年
十
月
、
維
新
政
府
は
僕
婢
娼
妓
解
放
令
を
布
告
し
、

人
身
売
買
を
禁
じ
た
（
こ
れ
も
形
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
）
。
伝

え
聞
い
た
親
た
ち
は
別
府
の
街
に
押
し
か
け
、
子
女
を
連
れ
戻
そ

う
と
し
て
紛
糾
し
た
。
別
府
戸
長
（
の
ち
村
長
）
矢
野
新
ら
は
、

湯
治
場
で
賑
わ
う
街
か
ら
そ
の
姿
が
消
え
る
と
「
泉
都
の
市
況
に

大
き
く
影
響
す
る
」
と
憂
い
、
海
門
寺
に
約
二
〇
〇
人
を
集
め
、

自
ら
の
意
思
で
渡
世
す
る
ぶ
ん
に
は
許
さ
れ
る
旨
涙
な
が
ら
に
諭

し
、
「
今
し
ば
ら
く
留
ま
る
よ
う
に
」
と
説
得
し
た
。

　
そ
の
た
め
、
帰
郷
し
た
数
人
を
の
ぞ
い
て
大
半
は
留
ま
る
こ
と

に
な
っ
た
。
村
役
場
で
は
、
松
原
（
公
園
）
に
あ
っ
た
岡
医
師
の

空
家
を
一
時
借
り
受
け
、
こ
こ
に
希
望
す
る
子
女
を
集
め
て
裁
縫

や
機
織
り
な
ど
を
教
え
る
授
産
施
設
を
設
け
た
。
の
ち
、
源
左
衛

門
尻
（
永
石
通
）
に
、
「
別
府
女
紅
場
」
を
新
設
し
、
浜
脇
の
旅

館
主
・
岡
田
治
作
を
そ
の
主
管
に
任
命
し
た
。

　
参
考
ま
で
に
、
「
女
紅
」
と
は
紡
績
・
裁
縫
・
刺
繍
な
ど
女
の

手
仕
事
を
い
う
。
明
治
の
初
め
、
全
国
に
設
け
ら
れ
た
女
子
の
授

産
施
設
で
、
京
都
の
そ
れ
が
一
番
古
い
と
さ
れ
る
。
同
十
年
代
に

は
、
ほ
と
ん
ど
廃
止
さ
れ
た
が
、
一
部
は
小
学
校
に
就
学
し
な
い

女
子
や
学
令
を
越
え
た
女
子
の
補
習
教
育
機
関
に
さ
れ
た
。

　
国
家
の
目
ざ
す
学
校
制
度

　
維
新
政
府
は
文
明
開
化
の
重
要
な
一
貫
と
し
て
、
近
代
的
な
教

育
制
度
の
創
設
に
も
尽
力
し
た
。
欧
米
の
先
進
諸
国
に
な
ら
っ
て
、
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明
治
四
年
七
月
「
文
部
省
」
を
設
置
、
翌
五
年
八
月
に
現
在
の
教

育
基
本
法
に
あ
た
る
学
制
を
公
布
し
た
。

　
明
治
政
府
は
、
こ
の
制
度
が
一
日
で
も
早
く
国
民
に
理
解
さ
れ

実
施
さ
れ
る
よ
う
に
と
、
学
制
公
布
に
先
だ
っ
て
「
仰
せ
出
さ
れ

書
」
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
大
要
は
、
「
邑
に
不
学
の
戸
な
く
、

家
に
不
学
の
人
な
か
ら
し
め
ん
」
と
し
た
上
で
、
教
育
の
目
的
は

立
身
・
治
産
（
財
産
を
治
め
る
こ
と
）
・
昌
業
（
商
売
を
繁
栄
さ

せ
る
こ
と
）
に
あ
る
と
し
た
。
要
す
る
に
、
立
身
出
世
や
富
貴
栄

達
の
基
礎
は
教
育
に
あ
る
と
し
、
国
民
皆
学
と
実
利
主
義
的
な
教

育
理
念
を
高
く
掲
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
塾
・
寺
子
屋
中
心
の
教
育

　
幕
制
末
期
か
ら
維
新
当
初
に
か
け
て
、
別
府
周
辺
の
村
々
に
も
、

全
国
と
同
様
に
塾
や
寺
子
屋
が
か
な
り
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
‰
っ

た
。
な
か
で
も
有
名
な
の
が
、
南
石
垣
村
矢
田
希
一
　
（
梅
洞
上
の

間
い
た
「
梅
洞
塾
『
対
盾
楼
』
ご
あ
る
。
矢
田
希
一
　
（
文
７
１

一
年
生
、
明
治
二
十
六
年
歿
ゝ
け
漢
学
者
矢
田
連
の
三
男
で
べ

く
し
て
日
田
咸
宜
園
に
芒
ぐ
勅
上
の
志
が
篤
く
、
別
府
・
石
持

両
村
の
子
弟
を
育
て
た
。
こ
れ
に
胞
域
で
活
躍
す
る
政
治
家
で

化
人
に
は
、
こ
の
塾
で
学
ん
だ
も
の
が
多
い
。
門
下
生
に
は
、
高

倉
駒
太
（
初
代
別
府
町
長
）
、
河
下
四
郎
（
同
浜
脇
町
長
）
　
・
河

村
徳
一
　
（
別
府
町
最
初
の
県
会
議
員
）
・
神
守
男
（
ハ
幡
朝
見
神

社
の
社
掌
）
速
見
宗
範
（
西
法
寺
僧
職
）
ら
が
い
る
。

　
石
垣
の
梅
洞
塾
の
ほ
か
に
も
、
浜
脇
の
鰯
屋
学
舎
・
鶴
屋
学
舎
、

向
浜
で
は
松
原
学
舎
、
中
町
の
香
影
閣
、
北
浜
の
安
部
私
塾
、
亀

川
の
高
橋
私
塾
、
原
中
・
北
中
の
庄
屋
直
江
塾
、
鉄
輪
の
温
泉
山

塾
、
小
倉
の
お
方
塾
な
ど
が
見
ら
れ
る
。

　
別
府
の
村
々
で
の
小
学
校
設
立

　
明
治
八
年
編
纂
の
「
豊
後
国
速
見
郡
村
誌
」
を
ひ
も
と
く
と
、

教
育
の
項
に
小
学
校
の
所
在
地
と
男
女
の
生
徒
数
と
が
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
亀
川
村
　
　
　
一
ヶ
所
　
村
西
字
明
珍
ニ
ア
リ

　
　
　
　
　
　
　
生
徒
　
　
男
五
三
人
・
女
一
三
人

　
鉄
輪
村
　
　
　
一
ヶ
胚
　
村
中
卒
皆
目
ニ
ア
リ

　
　
　
　
　
　
　
生
徒
　
　
陽
一
。
二
心
人
・
女
一
〇
人

　
鶴
見
村
　
　
　
一
ヶ
弔
　
忖
東
・
子
中
河
原
ニ
ア
リ

　
　
　
　
　
　
　
生
徒
　
　
男
7
1
二
人
・
女
九
人
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北
石
垣
村
　
　
一
ケ
所

　
　
　
　
　
　
生
徒

南
石
垣
村
　
　
一
ケ
所

　
　
　
　
　
　
生
徒

別
府
村
　
　
　
一
ケ
所

　
　
　
　
　
　
生
徒

村
南
字
井
田
ニ
ア
リ

男
三
〇
人
・
女
九
人

村
中
宇
忠
泉
寺
ニ
ア
リ

男
四
四
人
・
女
九
人

村
東
字
北
街
ニ
ア
リ

男
一
円
七
人
・
女
六
七
人

別
府
村
の
別
府
学
校
（
元
海
門
寺
学
校
・
の
ち
北
小
学
校
）
の
生

徒
数
は
、
人
家
が
多
い
こ
と
か
ら
、
他
村
に
比
べ
て
生
徒
数
も
一

段
と
多
か
っ
た
（
浜
脇
付
の
生
徒
が
通
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
）
。

そ
の
た
め
付
で
は
、
明
治
十
年
ご
ろ
中
町
（
別
府
駅
周
辺
）
に
移

転
改
築
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
時
浜
脇
に
支
校
と
し
て
浜
脇
分

校
（
の
ち
南
小
学
校
）
が
建
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
完
成
は

明
治
十
三
年
十
月
）
。
こ
れ
に
よ
り
生
徒
数
は
男
ハ
○
人
・
女
一

〇
人
に
減
少
し
た
。

　
大
分
県
下
で
「
小
学
校
規
則
」
が
制
定
さ
れ
た
の
は
同
八
年
九

月
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
は
、
毎
年
九
月
に
入
学
し
て
い
た
。
そ

の
概
要
を
み
る
と
、
小
学
校
は
原
則
と
し
て
「
上
等
（
の
ち
上
級
）
」

と
「
下
等
（
下
級
）
」
に
分
け
ら
れ
、
就
学
期
間
は
学
制
ど
お
り

明治前期の別府学校の鐘楼（別府学校はのちの北尋常小学校）
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四
年
、
学
習
課
程
も
第
ハ
級
か
ら
第
一
級
ま
で
あ
り
、
級
ご
と
に

教
科
・
授
業
時
数
・
授
業
内
容
が
き
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
六

ケ
月
ご
と
に
進
級
試
験
が
あ
り
、
合
格
す
れ
ば
免
許
証
が
与
え
ら

れ
た
（
飛
級
制
度
も
あ
っ
た
）
。

　
授
業
料
に
つ
い
て
も
、
当
初
は
無
償
で
あ
っ
た
。
徴
収
す
れ
ば

就
学
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
有
償
に
な
っ
た
の
は
前
掲
規
則
制
定

の
時
。
大
分
県
の
そ
れ
は
全
国
的
に
み
て
安
く
、
上
等
校
が
月
十

五
銭
、
中
等
校
十
銭
、
下
等
校
五
銭
が
原
則
で
あ
っ
た
。
当
時
は
、

教
育
費
（
主
に
施
設
費
と
教
師
人
件
費
）
が
町
村
の
財
政
を
圧
迫

し
、
経
営
も
困
窮
し
て
い
た
。
明
治
十
一
年
改
正
の
地
方
税
規
則

（
三
新
法
の
一
つ
）
に
よ
り
、
地
方
税
は
府
県
税
と
民
費
（
の
ち

町
村
費
）
と
に
大
別
さ
れ
、
民
費
は
地
価
額
・
反
別
割
・
戸
別
割

な
ど
の
基
準
で
徴
収
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
教
育
費
の
占
め
る

割
合
が
高
い
た
め
、
ど
こ
の
町
で
も
、
地
域
の
篤
志
家
の
寄
付
に

頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。

三
　
温
泉
と
街
の
発
展

　
明
治
当
初
の
別
府
の
村
々
は
、
そ
の
多
く
が
湾
に
沿
い
、
天
然

の
湯
に
恵
ま
れ
た
月
並
み
の
漁
村
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
公

的
な
資
料
と
し
て
は
前
掲
の
「
豊
後
国
速
見
郡
村
誌
」
を
ひ
も
と

く
と
明
白
で
あ
る
。

　
別
府
と
浜
脇
の
両
村
の
項
で
は
、

　
〔
別
府
村
〕

　
人
数
三
一
八
二
人
　
（
男
一
八
四
一
人
・
女
一
六
四
一
人
）

　
牛
三
三
八
匹
　
馬
三
五
頭
　
漁
船
二
〇
峻

　
〔
浜
脇
村
〕

　
人
数
二
四
三
九
人
　
（
男
一
二
Ｉ
八
入
・
女
一
二
二
Ｉ
人
）

　
漁
船
八
三
峻

　
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
別
府
村
に
は
牛
馬
数
が
多
い
。
当
時

は
、
牛
馬
を
飼
わ
ね
ば
農
業
は
成
り
立
だ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た

こ
と
か
ら
、
農
業
が
主
、
漁
業
は
副
で
あ
っ
た
。
一
方
、
浜
脇
村

の
方
は
、
農
地
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
大
半
が
漁
業
に
従
事
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
に
先
だ
ち
、
徳
川
後
半
期
の
実
情
は
と
い
え
ば
、
浜
脇
温

泉
の
方
が
知
名
度
が
高
く
別
府
温
泉
よ
り
優
位
に
立
っ
て
い
た
。

嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
の
「
諸
国
温
泉
効
能
鑑
（
番
付
表
）
」

る
も
の
を
見
る
と
、
浜
脇
が
全
国
温
泉
中
谷
四
前
頭
三
枚
目
〃
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
別
府
は
高
閲
六
枚
目
〃
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
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る
こ
と
に
も
、
往
時
の
地
位
が
う
か
が
え
る
。

　
別
府
と
浜
脇
の
両
村
が
温
泉
の
街
と
し
て
発
展
を
始
め
る
の
は
、

開
国
し
た
明
治
期
（
近
代
）
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
社
会
体
制

上
、
関
所
な
ど
の
諸
制
度
が
撤
廃
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
し
だ
い
に

入
湯
客
が
増
加
し
は
じ
め
る
。
「
旅
人
宿
云
々
達
」
が
県
よ
り
発

せ
ら
れ
た
の
は
同
五
年
七
月
二
十
五
日
の
こ
と
。
そ
の
大
要
は

「
今
般
、
旅
行
者
は
鑑
札
携
行
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
。
だ
が
、

こ
の
機
に
無
頼
漢
が
潜
入
し
て
く
る
か
も
わ
か
ら
ぬ
の
で
、
戸
籍

法
に
定
め
る
と
お
り
、
宿
帳
を
七
日
ご
と
に
戸
長
（
の
ち
村
長
）

に
提
出
し
て
検
査
を
受
け
る
よ
う
に
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
旅
館
数
と
共
同
温
泉

　
前
掲
「
速
見
郡
村
誌
」
に
よ
る
と
、
宿
屋
営
業
数
は
別
府
村
二

Ｉ
、
浜
脇
村
三
〇
に
つ
づ
き
、
南
立
石
村
（
堀
田
温
泉
）
　
一
八
、

鉄
輪
村
三
四
、
鶴
見
村
（
主
に
明
僣
温
泉
）
　
Ｔ
ハ
、
亀
川
村
ハ
と

記
さ
れ
て
お
り
、
宿
泊
入
湯
数
は
年
間
二
万
一
千
人
に
達
し
て
い

た
。

　
同
十
二
年
（
一
八
七
九
）
、
別
府
村
の
竹
瓦
温
泉
が
改
修
さ
れ

た
の
を
機
に
宿
屋
街
は
北
部
に
も
伸
び
、
市
街
地
が
拡
大
す
る
。

同
二
十
年
ご
ろ
に
は
、
別
府
と
浜
脇
の
街
は
一
段
と
賑
や
か
に
な

り
、
「
大
小
の
客
舎
（
宿
屋
）
は
七
〇
戸
、
貸
席
を
言
む
と
二
〇

余
戸
、
年
中
の
入
湯
客
は
実
に
三
万
人
の
多
き
に
及
べ
り
こ
と
い

う
ま
で
に
な
っ
た
。

　
明
治
十
七
・
八
年
ご
ろ
別
府
の
村
々
の
共
浴
場
（
共
同
風
呂
）

は
、
お
よ
そ
次
の
と
お
り

別
府
村
　
　
楠
湯
　
不
老
泉
　
永
石
場
　
掲
示
場
湯
　
新
湯

　
　
　
　
　
畔
無
湯
　
潮
湯
（
砂
湯
）

浜
脇
村
　
　
東
の
湯
　
西
の
湯
　
薬
師
湯

鉄
輪
村
　
　
渋
の
湯
　
蓼
原
湯
　
蒸
風
呂
　
浮
湯

鶴
見
村
　
　
谷
の
場
　
照
湯
　
小
倉
湯
　
今
井
湯
　
明
岩
場

亀
川
村
　
　
四
の
湯
　
湯
耶
泉
　
潮
湯
（
砂
湯
）

内
竃
村
　
　
御
夢
想
湯

野
田
村
　
　
赤
湯
　
蒸
湯

　
宿
屋
営
業
の
実
態

　
こ
の
よ
う
に
宿
屋
街
が
発
展
し
、
外
来
の
入
湯
客
が
ふ
え
る
と
、

と
か
く
風
紀
が
悪
く
な
り
、
警
察
（
日
出
警
察
署
別
府
分
署
）
の

取
締
ま
り
も
厳
し
く
な
る
。
明
治
十
一
年
に
は
貸
席
と
芸
娼
妓
を

対
象
と
し
た
「
貸
座
敷
規
則
」
と
「
芸
娼
妓
規
則
」
と
が
県
令
で
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制
定
（
同
一
八
年
に
は
両
者
が
一
本
化
）
さ
れ
た
。

　
ま
た
同
二
十
年
に
は
、
宿
屋
を
対
象
に
し
た
「
宿
屋
取
締
規
則
」

も
定
め
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
宿
屋
の
種
類
は
三
種
で
旅
人

宿
・
下
宿
屋
・
木
賃
宿
と
さ
れ
、
さ
ら
に
旅
人
宿
は
旅
篭
屋
・
船

宿
・
荷
主
宿
に
分
け
ら
れ
た
。

　
な
お
、
芸
娼
妓
営
業
の
免
許
地
と
し
て
、
速
見
郡
別
府
港
と
浜

脇
村
と
が
県
下
の
他
の
ニ
ケ
所
と
と
も
に
指
定
さ
れ
た
。
ち
な
み

に
、
営
業
の
鑑
札
料
（
営
業
税
）
は
業
者
が
年
間
五
〇
銭
、
芸
娼

妓
が
同
じ
く
▽
人
に
つ
き
五
銭
。
娼
妓
の
年
令
は
ー
五
才
以
上
、

月
三
回
の
性
病
検
査
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
明
治
二
〇
年
度

の
芸
娼
妓
数
は
県
全
体
で
芸
妓
一
八
六
人
、
娼
妓
一
二
八
入
の
合

計
三
〇
二
人
で
あ
っ
た
。

　
明
治
も
三
十
年
に
な
る
と
、
別
府
・
浜
脇
両
町
の
宿
屋
数
は
し

だ
い
に
増
え
、
両
町
で
一
一
〇
軒
を
数
え
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

木
賃
宿
か
、
旅
篭
と
木
賃
宿
と
の
兼
業
で
あ
っ
た
。
当
時
の
宿
泊

料
金
を
み
る
と
、
高
級
の
旅
篭
は
一
級
三
円
か
ら
順
次
五
〇
銭
ま

で
。
木
賃
宿
は
甲
・
乙
・
丙
・
丁
の
四
種
が
あ
り
、
宿
泊
の
み
で

二
〇
銭
・
一
五
銭
・
こ
一
銭
・
一
〇
銭
。
木
賃
宿
は
、
主
に
長
期

に
滞
在
す
る
入
湯
者
の
も
の
で
、
部
屋
代
（
い
わ
ゆ
る
木
賃
、
往

時
は
米
や
薪
炭
な
ど
現
物
を
持
参
し
て
い
た
）
の
他
に
、
寝
具
・

丹
前
・
浴
衣
・
蚊
帳
な
ど
生
活
に
必
要
な
も
の
を
借
り
て
い
た
。

た
と
え
ば
蒲
団
は
一
日
・
Ｔ
人
一
〇
銭
（
上
等
）
か
ら
二
銭
五
厘

（
下
等
）
、
蚊
帳
も
ほ
ぼ
同
額
で
あ
っ
た
（
「
豊
後
温
泉
案
内
記
」

明
治
四
一
年
版
）
。
こ
の
タ
イ
プ
の
湯
治
宿
は
、
今
で
も
鉄
輪
温

泉
場
に
残
さ
れ
て
い
る
。

　
別
府
の
上
産
品

　
別
府
を
代
表
す
る
土
産
品
と
い
え
ば
、
こ
こ
に
指
摘
す
る
ま
で

も
な
く
「
竹
製
品
」
で
あ
る
。
当
時
は
、
す
だ
れ
（
簾
）
・
み
す

（
御
簾
）
・
か
ご
（
篭
）
・
う
ち
わ
（
団
扇
）
の
類
が
圭
で
、
現
在

で
も
土
産
品
の
王
座
を
守
っ
て
い
る
。

　
注
目
す
べ
き
は
「
縫
針
」
で
、
そ
の
製
造
販
売
業
者
の
元
祖
は

河
村
藤
吉
と
い
う
（
生
没
年
不
祥
、
昭
和
初
期
に
別
府
商
工
会
議

員
に
な
る
）
。
藤
吉
は
、
安
政
年
間
（
一
八
五
四
～
）
長
崎
伝
来

の
縫
針
の
製
造
を
始
め
た
泉
屋
藤
右
衛
門
の
子
孫
と
称
し
て
、
屋

号
も
。
泉
屋
〃
を
名
の
っ
た
。
明
治
四
年
、
針
の
地
金
硬
化
に
成

功
し
、
ぴ
折
れ
ず
、
曲
が
ら
ず
、
錆
び
な
い
針
〃
と
し
て
全
国
に

名
を
は
せ
た
。
当
時
の
別
府
で
の
製
造
業
者
は
十
二
軒
。
職
工
は
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約
百
人
。
年
生
産
額
は
約
二
五
万
疋
（
一
疋
は
百
本
）
で
約
五
万

円
。
し
か
し
、
明
治
三
十
年
頃
に
は
他
県
に
押
さ
れ
、
二
軒
に
減

じ
て
い
る
。

　
ま
た
、
「
ッ
ゲ
細
工
」
は
明
治
二
十
年
代
は
じ
め
、
森
藩
の
家

臣
だ
っ
た
と
い
う
幸
田
徳
蔵
（
詳
細
不
明
）
が
売
り
出
し
た
。
当

時
、
中
浜
筋
か
ら
（
旧
）
稲
荷
町
に
か
け
て
Ｉ
〇
軒
ば
か
り
の
業

者
が
い
た
と
い
わ
れ
る
。

　
同
じ
頃
、
「
地
獄
（
温
泉
）
染
め
」
と
称
し
て
血
の
池
地
獄
近

く
に
染
色
織
物
工
場
が
つ
く
ら
れ
、
赤
い
泥
で
タ
オ
ル
・
手
拭
・

ハ
ン
カ
チ
を
赤
く
染
色
し
て
売
り
出
し
た
。
古
く
は
「
豊
後
風
土

記
（
七
一
三
年
）
」
に
、
家
の
柱
や
壁
を
赤
く
塗
っ
た
と
い
う
記

述
が
あ
る
。

　
内
海
航
路
の
開
設

　
別
府
大
阪
間
に
定
期
航
路
が
開
か
れ
、
大
阪
開
商
社
の
益
丸
が

築
港
成
っ
た
別
府
港
に
初
め
て
入
っ
た
の
は
、
明
治
六
年
六
月
の

こ
と
。
こ
の
益
丸
は
、
西
洋
梨
蒸
気
船
で
わ
ず
か
に
十
八
ト
ン
。

毎
月
の
三
日
午
前
六
時
に
別
府
港
を
出
航
し
、
瀬
戸
内
海
の
港
に

寄
っ
て
大
阪
に
向
う
。
当
初
は
月
一
回
で
あ
っ
た
。
の
ち
に
別
府

の
有
力
者
で
あ
っ
た
橋
本
孫
六
・
堀
檀
蔵
・
大
野
六
郎
治
・
山
田

耕
平
ら
が
、
ま
た
同
十
三
年
に
は
別
府
会
所
・
荒
金
猪
六
ら
も
山

城
丸
（
七
六
ト
ン
）
を
就
航
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
当
時
の
運
賃
は
、

だ
い
た
い
大
阪
別
府
聞
か
上
等
（
の
ち
一
等
）
四
円
五
〇
銭
、
中

等
（
二
等
）
三
円
七
五
銭
、
下
等
（
三
等
）
が
三
円
二
五
銭
程
度

で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
運
賃
や
サ
ー
ビ
ス
で
激
し
い
競
争
時
代
を
迎
え
た

た
め
、
各
船
会
社
・
回
漕
問
屋
と
も
に
窮
地
に
お
ち
い
っ
た
。
そ

の
た
め
、
明
治
十
七
年
に
統
合
さ
れ
た
の
が
周
知
の
「
大
阪
商
船
」

で
あ
る
。
明
治
末
年
の
四
五
年
、
ド
イ
ツ
客
船
を
買
収
し
て
紅
丸

（
千
ト
ン
）
と
命
名
し
、
別
府
航
路
に
就
航
さ
せ
て
い
る
。

　
人
力
車

　
こ
れ
は
日
本
人
の
発
明
で
、
明
治
二
年
東
京
の
和
泉
要
助
ら
三

人
が
考
案
し
、
翌
三
年
官
許
を
得
て
東
京
日
本
橋
で
開
業
し
た
。

当
初
は
大
ハ
車
に
四
本
柱
を
立
て
た
幼
稚
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、

箱
型
に
改
め
、
開
閉
自
在
な
幌
や
踏
板
を
取
り
付
け
、
や
が
て
ス

プ
リ
ン
グ
や
タ
イ
ヤ
に
替
え
て
（
大
正
期
）
快
適
な
乗
り
物
に
し

た
。
明
治
後
期
に
は
ー
リ
キ
シ
ヤ
（
力
車
）
〃
と
呼
ば
れ
、
欧
米
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に
輸
出
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
の
ち
に
鉄
道
馬
車
や

市
内
電
車
に
押
さ
れ
て
影
を
ひ
そ
め
た
。

　
温
泉
入
湯
町
の
別
府
に
大
阪
の
飛
脚
問
屋
「
飛
久
」
が
こ
の
人

力
車
を
売
り
に
き
た
の
は
、
明
治
六
年
頃
。
ま
た
、
別
府
で
初
め

て
人
力
車
営
業
（
車
屋
稼
業
）
を
始
め
た
の
は
松
田
定
吉
親
子
と

い
う
。
当
時
の
そ
れ
は
鉄
製
の
車
輪
で
、
幌
も
ス
プ
リ
ン
グ
も
な

い
粗
末
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
料
金
は
、
別
府
港
か
ら

大
分
港
ま
で
往
復
一
〇
銭
。
別
府
宇
佐
が
同
じ
く
一
円
五
〇
銭
程

度
で
あ
っ
た
。

　
明
治
十
七
年
刊
「
大
分
県
統
計
書
」
に
よ
れ
ば
、
車
輛
数
は
別

府
と
浜
脇
と
が
各
三
〇
、
南
石
垣
一
七
、
北
石
垣
一
五
、
亀
川
一

二
、
内
竃
五
で
、
合
計
一
〇
九
輛
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
客
馬
車

　
一
方
、
客
馬
車
は
、
明
治
に
入
っ
て
欧
米
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
馬
車
の
種
類
と
し
て
は
、
乗
合
馬
車
・
駅
馬
車
・
幌

馬
車
、
そ
れ
に
レ
ー
ル
の
上
を
馬
が
走
る
鉄
道
馬
車
（
明
治
十
五

年
東
京
で
開
業
）
な
ど
が
あ
っ
た
。
ラ
ッ
パ
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、

乗
り
降
り
が
で
き
る
客
馬
車
が
、
当
時
広
く
庶
民
に
親
し
ま
れ
た
。

別府警察署（明治27年）

　
別
府
て
の
客
馬

車
は
、
明
治
十
八

年
頃
か
ら
走
り
始

め
、
同
二
〇
年
頃

に
は
乗
合
馬
車
が

豊
岡
ま
で
通
う
よ

う
に
な
っ
た
。
客

馬
車
の
出
現
で
、

亀
川
や
鉄
輪
の
温

泉
場
に
行
く
の
に

湯
治
客
が
よ
く
利

用
し
た
。
当
時
、

鉄
道
は
豊
前
の
長

州
駅
ま
で
し
か
開
通
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
人
力
車
と
客
馬
車

は
旅
客
の
荷
物
、
郵
便
物
な
ど
を
運
ぶ
重
要
な
交
通
機
関
で
あ
っ

た
。
馬
車
立
場
（
乗
り
場
）
は
、
そ
の
頃
別
府
の
中
心
街
、
西
法

寺
前
に
あ
っ
た
。

　
参
考
ま
で
に
、
客
馬
車
の
乗
客
定
員
は
馬
一
頭
立
て
が
旅
客
六

人
、
二
頭
立
て
が
十
人
ほ
ど
。
「
客
馬
車
営
業
取
締
規
約
」
に
よ
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る
と
、
助
手
席
に
馬
丁
が
乗
っ
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
夜
は
提
灯

を
灯
さ
な
い
と
違
反
で
あ
っ
た
。
客
馬
車
料
金
は
万
人
一
里
に
つ

き
平
道
は
五
銭
、
難
道
は
七
銭
が
基
準
で
、
道
路
の
状
況
に
よ
っ

て
異
な
っ
た
。
子
供
（
三
才
～
一
〇
才
）
は
半
額
、
夜
間
と
雨
の

と
き
は
二
割
増
し
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

明
治
期
、
そ
の
後
の
別
府

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
の
町
村
制
施
行
で
、
別
府
村
と
浜

脇
村
と
町
制
を
し
く
の
は
、
と
も
に
四
年
後
の
同
二
十
六
年
四
月

一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
初
代
町
長
は
、
別
府
町
が
引
き
つ
づ
き
高

倉
駒
太
（
高
倉
定
三
の
実
弟
）
、
浜
脇
町
は
の
ち
に
速
見
郡
長
を

勤
め
る
長
沢
常
山
で
あ
っ
た
。

　
別
府
町
は
、
浜
脇
町
に
比
べ
て
人
口
こ
そ
多
い
が
、
温
泉
町
と

し
て
は
、
依
然
浜
脇
の
方
が
優
勢
で
あ
っ
た
。
同
二
五
年
新
聞
社

調
査
に
よ
る
「
全
国
温
泉
一
覧
」
で
は
、
浜
脇
が
Ｊ
朋
頭
四
枚
目

〃
に
対
し
て
別
府
は
ぷ
問
七
枚
目
〃
で
人
気
が
高
く
、
浜
脇
温
泉

の
往
年
の
繁
栄
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。

　
こ
の
当
時
か
ら
両
町
の
合
併
話
が
あ
っ
た
も
の
の
、
と
も
に
温

泉
町
と
し
て
覇
権
を
争
っ
て
実
現
し
な
か
っ
た
。
こ
の
競
争
に
終

止
符
が
打
た
れ
た
の
は
、
泉
源
を
め
ぐ
る
温
泉
利
用
で
、
浜
脇
温

泉
に
そ
の
か
げ
り
が
見
え
始
め
た
明
治
三
十
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。

合
併
が
実
現
し
た
「
新
別
府
町
」
の
人
口
は
一
万
四
〇
四
五
人
、

新
町
長
に
は
旧
別
府
町
長
の
日
名
子
太
郎
が
引
き
継
い
だ
。
旧
別

府
町
の
人
口
は
、
同
二
二
年
当
時
、
県
下
町
村
中
第
十
八
位
（
四
、

七
四
二
人
）
。
同
三
一
年
に
は
第
一
〇
位
、
そ
れ
が
合
併
し
て
第

四
位
に
躍
進
し
た
。
日
露
戦
争
で
経
済
が
伸
張
し
た
大
正
二
年
に

は
、
大
分
市
に
次
い
で
早
く
も
県
下
で
第
二
位
と
な
っ
た
。

　
文
化
人
で
も
あ
っ
た
日
名
子
町
長
は
、
長
期
の
展
望
に
立
っ
て
、

温
泉
町
と
し
て
の
環
境
整
備
に
力
を
い
れ
、
海
岸
の
埋
立
・
都
市

計
画
づ
く
り
・
水
道
工
事
な
ど
に
乗
り
だ
し
、
別
府
温
泉
の
基
盤

づ
く
り
に
活
躍
し
た
。
別
府
町
が
待
望
の
「
市
」
に
昇
格
す
る
の

は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
好
況
に
支
え
ら
れ
た
大
正
十
三
年

（
一
九
二
四
）
の
こ
と
で
あ
る
。

注
　
１
　
本
稿
は
別
府
市
教
育
委
員
会
発
行
の
「
べ
っ
ぶ
の
文
化

　
　
　
　
財
」
二
九
号
に
掲
載
し
た
拙
著
よ
り
転
載
し
た

　
　
２
　
参
考
文
献
「
別
府
村
誌
」
な
ど

-36-


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14

